
本学へのご寄附は、寄附者が個人の場合、所得税法上の寄附金控除の対象となり、確定申
告を行うことにより、税制上の優遇措置を受けることができます。
寄附金控除には、「所得控除」と「税額控除※対象となる特定基金が限定されます」の2種類があります。

※税額控除対象の特定基金
次の特定基金へのご寄附は、「所得控除」または「税額控除」のいずれかを選択す

ることができます。
・大阪大学修学支援事業基金
・大阪大学研究等支援事業基金
・修学支援事業基金（高等司法研究科）
 ・新型コロナウイルス感染症対策基金で「学生支援」へのご寄附

 ＊該当するご寄附の場合、領収書をお送りした際に税額控除に係る証明書を同封して
 おります
ゆめ基金、その他の特定基金へのご寄附は「所得控除」の適用となります。

確定申告について～寄附金控除の入力方法～①

国税庁ホームページ（https://www.e-tax.nta.go.jp/）より確定申告書を作成される場合の
「寄附金控除」の入力方法については、以下の点にご注意ください。

※詳細な手順は国税庁ホームページの「ご利用ガイド」をご覧ください。
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/st/guide/top

所得控除・税額控除共通

①令和５年分の申請書を作成→「所得税」を選択

※次ページ以降、所得控除・税額控除で入力方法が異なりますのでご注意ください。

https://www.e-tax.nta.go.jp/


確定申告について～寄附金控除の入力方法～②

③「寄附金控除、政党等寄附金等特別控除の入力」画面で「上記以外の寄附金控除に該当する寄
附金」を選択。（所得控除の適用）

お住まいの都道府県、市区町村について該当するもの
を選択してください。

※大阪大学に対するご寄付の条例指定を確認できた自
治体についてはこちらをご参照ください。

②「所得控除の入力」画面で「寄附金控除」欄 の「入力する」ボタンをクリック

所得控除を選択する場合

※以下についてもご確認ください。

https://www.miraikikin.osaka-u.ac.jp/exemption/


【お問い合わせ先】大阪大学未来基金事務局
E-mail：kikin@office.osaka-u.ac.jp

確定申告について～寄附金控除の入力方法～③

③「寄附金控除、政党等寄附金等特別控除の入力」画面で「公益社団法人又は公益財団法人等に
対する寄附金」を選択。（所得控除の適用）

税額控除を選択する場合

②「税額控除・その他の項目の入力」画面で「政党等寄附金等特別控除」欄 の「入力する」
ボタンをクリック

税額控除対象の特定基金※にご寄附いただい
た方で税額控除の適用をご希望される場合：
「公益社団法人または公益財団法人等に対す
る寄附金」を選択してください。
※該当するご寄附の場合、領収書をお送りした際
に税額控除に係る証明書を同封しております。

税額控除対象の特定基金※にご寄付いただいた方で
税額控除の適用をご希望される場合

※以下についてもご確認ください。 お住まいの都道府県、市区町村について該当するもの
を選択してください。

※大阪大学に対するご寄付の条例指定を確認できた自
治体についてはこちらをご参照ください。

https://www.miraikikin.osaka-u.ac.jp/exemption/
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